
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
地
方
卸
売
市
場
の
廃
止
の
許
可 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
下　
水　
道　
課
）　

　

三

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

三

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
〇
九
四
号
中 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ス
マ
イ
ル
劇
団

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

佐
野　

ゆ
り

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
大
梶
十
六
番
十
号　

フ
ァ
ミ
ー
ル
大
梶
二
〇
三

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
認
知
症
の
普
及
啓
発

事
業
を
行
い
、
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
九
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

だ
ん
で
ら
い
お
ん

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　
�
橋　

善
彦

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
渡
道
三
十
番
地
の
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
が
小
規
模
作
業
所
と
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
中
で
社
会

に
対
応
ま
た
は
復
帰
す
る
為
の
環
境
を
整
え
て
、
彼
ら
が
働
く
事
の
喜
び
や
社
会

の
一
員
で
あ
る
事
の
責
任
や
充
実
感
を
持
つ
こ
と
で
、
現
在
、
保
護
さ
れ
る
側
に

い
る
彼
ら
が
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
、
反
対
に
支
え
る
側
に
少
し
で
も
移
っ
て
い
く

こ
と
が
、
今
後
少
子
化
・
高
齢
化
の
進
む
中
で
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
く
事
を
目

的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事　
業　
所　
番　
号

設　
置　
者　
名

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
年
月
日



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施

設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
号

　

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
卸
売
市
場
の
廃
止
を
次
の
と

お
り
許
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

卸
売
市
場
の
名
称

　
　

角
田
市
地
方
卸
売
市
場

二　

卸
売
市
場
の
所
在
地

　
　

角
田
市
角
田
字
野
田
前
三
十
二
番
地

三　

卸
売
市
場
を
廃
止
す
る
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

四　

許
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部

土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
四
一
五
一
〇
〇
二
一
三

〇
四
一
〇
二
〇
〇
四
六
三

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー

ン
株
式
会
社

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株

式
会
社

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

青
葉
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン仙
台
市
青
葉
区
木
町
九
番
十

五
号

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
在
宅

介
護
セ
ン
タ
ー
仙
台
青
葉

仙
台
市
青
葉
区
木
町
九
番
十

五
号

セ
ン
ト
ケ
ア
石
巻
東

石
巻
市
渡
波
字
旭
ヶ
浦
百
三

サ
ン
プ
レ
ス
新
成
百
三
号

セ
ン
ト
ケ
ア
石
巻
東

石
巻
市
新
成
二
丁
目
一
番
地

七
サ
ン
プ
レ
ス
新
成
百
三
号

平
成
二
十
三
年

二
月
一
日

平
成
二
十
三
年

二
月
五
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
六
〇
〇
二
三
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所

在
地

不
忘
園

白
石
市
大
鷹
沢
大
町
字

若
林
一
三
一

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
身
体
障

害
者
福
祉
協
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
六
〇
〇
二
三
三

施
設
の
名
称
及
び
所
在

地身
体
障
害
者
療
護
施
設

不
忘
園

白
石
市
大
鷹
沢
大
町
字

若
林
一
三
一

施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

身
体
障
害
者
療
護

施
設
（
入
所
）

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
身
体
障

害
者
福
祉
協
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
九
十
八

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
月
浜
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
同
町
十
三
浜
字
月
浜
一
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
七
日



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
号

　

加
美
町
か
ら
大
崎
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

加
美
町
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

東
松
島
市
小
野
駅
前
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

東
松
島
市
牛
網
字
駅
前
二
丁
目
一
番
地
の
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
一
月
十
八
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

仙
台
市
阿
武
隈
川
下
流
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
昭
和
五
十
七
年
十
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
七
年
十
月
十
九
日
か

ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
〇
九
四
号
（
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
付
け
）
中
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